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今、地域インフラに何が起きているか︖
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ヒト
・職員の減少、不足
・ベテラン職員の退職
・増加する業務（改築等）

モノ
・老朽化施設の増加
⇒古い施設中心に故障
が増加し、業務量が増加

カネ
・厳しい経営環境
・老朽化で維持管理・改築の
費用が増加

・人口減少による使用料収
入減少

自治体が今の体制で
下水道を管理していく
には限界が…



行政が抱える課題への対策としてのウォーターPPP導入
 下水道事業は「人」「モノ」「カネ」の様々な課題を抱えており、長期的な視点での課題解決が必

要となる。
 数ある解決策のうちの1つとして、官民連携（PPP/PFI）による包括的民間委託が挙げられる。
 官民双方が協力し、限られた資源（人材、資金等）を効率的に活用し、サービスレベルの維

持・向上をしていく必要がある。

「人の課題」
職員の減少

「モノの課題」
老朽化施設の増加

「カネの課題」
使用料収入の減少

サービス
レベル
低下

＜解決策＞
・広域化・共同化
・官民連携（PPP/PFI）

等で

より効率的な維持管理を行
う必要がある

出典）国土交通省『ウォーターPPP導入検討の進め方について』に一部加筆
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より効率的な維持管理が可能となる新たな形の官民連携である
『ウォーターPPP』の導入が有効



ウォーターPPPで仕事はどう変わる︖
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従来の業務形態

（個別発注）

これからの業務形態

（ウォーターPPP）

自
治
体

運転管理

修繕

調達

改築

業者A

業者B

業者C

業者D

業者A岡山市

業者B業者C
業者D

運転管理
+

修繕
+

調達等
＋

更新計画案作成
又は改築更新

ウォーター
PPP

受託者
（JV等）

業者E改築

自
治
体

W-PPP受託者
（共同企業体等）岡山市

10年契約単年契約

バラバラに
出していた

業務を
一本化

各企業が
自分の得意な
分野を担当



ウォーターPPPと従来の包括的民間委託の違い
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保守点検
運転管理

保守点検
運転管理

電力・薬品等調達

機器点検・修繕
故障対応

保守点検
運転管理

単年度委託

更新計画案
作成LEVEL3

保守点検
運転管理

更新計画案
作成

LEVEL3.5

LEVEL4
資金調達
料金徴収
計画策定

ウォーターPPP

改築更新
更新（改築）

原則10年 10～20年1年 3～10年
包括的民間委託運転管理委託 今回の想定範囲

・業務の範囲が広がる
・業務の期間が長くなる
・処理場＋管路施設の一体管理

「処理場のみ」「管路施設のみ」で実施可能

（原則）
「処理場＋管路施設の一体管理」

機器点検・修繕
故障対応

電力・薬品等調達

機器点検・修繕
故障対応

電力・薬品等調達
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原則として処理区内のすべての施設（管路 ,MP,処理場等）を
対象とすることが必要。
全てとしない場合、サウンディング型市場調査の結果等による客観的情報が必要

対象
施設

引用元（下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版）

ウォーターPPPの【対象施設】について
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管理・更新一体マネジメント方式［レベル3.5］の要件

 要件１︓長期契約
⇒ 事業期間は、10年間の長期契約とします。

 要件２︓性能発注
⇒ 発注方式は、性能発注を原則とします。ただし、管路については、仕様発注から開始し、

  事業期間内に段階的に性能発注へと移行する方式も可能

 要件３︓維持管理と更新の一体マネジメント
⇒ 維持管理と更新の一体的な管理が必要（更新実施または更新支援のどちらか）
  

 要件４︓プロフィットシェア
⇒ プロフィットシェアの仕組みの導入

ウォーターPPP導入に必要な要件
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10年間契約
期間

引用元（下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版）

ウォーターPPPの要件について【要件1】長期契約
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性能発注が必要となる。
管路のみ発注時は仕様発注でよいが、事業期間中に性能発注へ移行が必要

性能
発注

引用元（下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版）

仕様発注（従来型） 性能発注
発注者が詳細に仕様を規定し、受注者は規定
された仕様に忠実に業務を実施する方式

発注者が必要な性能指標を示し、受注者はそ
れを達成するために業務を実施する方式（詳
細は受注者側で決定できる）

ウォーターPPPの要件について【要件２】性能発注
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引用元（下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版）

ウォーターPPPの要件について【要件３】維持管理と更新の一体マネジメント

維持管理と更新の一体的な管理が必要
更新の実施までを業務範囲に含める必要はないが、
更新計画案作成を含む「更新支援型」は導入する必要がある。

一体
管理



更新支援型における更新計画案の作成とは
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引用元（下水道分野におけるウォーターPPP ガイドライン第2.0 版）に一部加筆

更新計画案
処理場・管路施設等の更新の計画で、自治体の改築・更新の計画に反映できるもの
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プロフィットシェアの仕組みの導入
※今後策定される国のガイドライン等を踏まえて比率や内容を検討

ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ
ｼｪｱ

引用元（下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版）

ウォーターPPPの要件について【要件４】プロフィットシェア

導入が必要であるが、実際に発動するかは任意である
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プロフィットシェアとは
事業期間中の維持管理費等の事業実施に必要な実コストの縮減提案を促進す
ることを目的として導入するもので、事業期間中の受託者からの追加的な提
案（新技術導入等）により、発生した費用縮減分について自治体と受託者で
分配する仕組みであり、発動については任意とされている。

プロフィットシェアの対象の技術

革新的AI技術の活用 革新的ロボット技術の活用

※業務範囲や仕様が変わる場合、市の承認や協議が必須
（入札公募時の要求水準を下回るような変更はNG）

純粋な民間努力ではなく技術革新等により生じた追加利益が対象

例えば、AI技術を用いた画像診断による従来よりも高精度かつスピーディーな健全度・緊急度判定、

調査ロボット・ドローンの導入による調査スピードの飛躍的向上などによって事業開始当初想定して
いた実コストよりも費用が縮減できる場合などが対象となるものと想定。
修繕費やユーティリティ費（電気・薬品等）の削減といった民間努力によるコスト削減は対象外

想定利益

コスト削減

実コスト

官と民
で分配

事業期間



ウォーターPPPのまとめ
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★ 下水道事業における現状
・ヒト・モノ・カネにおいて多くの課題があり、
持続可能な下水道運営が困難となってきている。
⇒より効率的な維持管理を行う必要がある。

★ ウォーターPPPとは
・官民連携による包括民間委託の新たな枠組み
・原則処理区内のすべての施設を対象とする必要がある
・４つの要件がある
（長期契約、性能発注、管理・更新一体マネジメント
プロフィットシェア）

★ ウォーターPPP導入によって変わること
・これまで個別に契約していた業務が１つにまとまることで、
事業者側の裁量が増える


